東松山市の市政と学校教育の取り組み
東松山市長　　坂本・之輔
１．東松山市の市政
　私は、ノーマライゼーションのまちづくりを基本理念として東松山市の市政運営を行っている。ノーマライゼーションとは、障害のある人もない人も、ともに生きるまちのことである。

２．ノーマライゼーションのまちづくり
　東松山市においてノーマライゼーションのまちづくりを進めるため、様々な施策に取り組んでいる。
（１）乳幼児期
　平成８年から、保育園に保育士を加配し障害児を受け入れてきたが、今では経管栄養や二分脊椎で導尿が必要など、医療的なケアが必要な子どもも保育園に看護師を配置して受け入れるまでになった。その結果として、障害児は保育園か幼稚園に通えるようになったため、市内の障害児通園施設は平成１６年３月に閉園になった。
※写真(1)～(7)

（２）学齢期
　学校教育では、平成８年から教育委員会が介助員制度を開始し、地元の小・中学校への障害児の受け入れを行ってきた。現在、市
内の小・中学校に３３人の介助員を派遣しており、義務教育年齢の障害児の７５％が地元の学校へ通うようになった。
※写真(8)～(10)

（３）成人期
　障害者も一般の会社で働ける。これを支援する施策として平成１６年に障害者就労支援センターを開設した。通所授産施設の一般就労率は年間定員の１％と言われるが、就労支援センターは２９人定員で３年間に１１０人、定員の400%の障害者が一般就労を果たしている。

障害者の暮らしの場では、障害者グループホームが１８か所設置され、９０人以上の人たちが地域で生活をしている。全国平均は人口９万人あたり５か所なので、約４倍の個所数となっている。
※写真(11)～(14)
３．学校教育の課題
　障害児をとりまく学校教育の課題を次のように考えている。
（１）学校教育法施行令の問題点
　私は、ノーマライゼーションの基本は教育にあると考えている。障害のある子どももない子どもも地元の学校でともに学び育つことによって、お互いを理解し合い、助け合って生きていく基本が育まれる。しかし、現在の日本の教育制度は学校教育法施行令によって障害児は「特別支援学校に就学させるべき者」とされ、一般の教育制度から分けられて教育を受けることとなっている。
（２）就学支援委員会の廃止
　その振り分けの判断を委任されてきたのが、市町村教育委員会が設置する「就学支援委員会」である。私は３年前からこの廃止を教育委員会に求めてきたが、この度、就学支援委員会の廃止と、保護者と子どもの希望を尊重した新しい就学相談の仕組みが開始される見込みとなった。
（３）就学支援委員会廃止検討の経過
　しかし、ここに至るには教育委員会との度重なる検討が必要であった。中でも、平成１４年に発出された文部科学省初等中等教育局長通知に「就学指導委員会を今後も設置することが重要であること。」と記述されていたことは、教育委員会にとって就学支援委員会の廃止を決定する上で足枷となっていたようである。
　地方分権一括法によって就学事務は自治事務となり、就学支援委員会の設置も市町村の裁量となった。しかし、先の文部科学省の局長通知が現在も有効とされているため、市町村教育委員会の自由な意思決定に影響を与えているように感じる。文部科学省は、市町村の裁量を尊重し、同通知の廃止または修正を早急に行うことが必要ではないかと考える。

（４）学校教育法施行令の改正
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　市町村に裁量が与えられているのは、就学支援委員会を設置するかどうかに関してだけであり、障害児の就学問題の根本にある学校教育法施行令の改正が国として急務である。国連で採択された障害者権利条約では、本会議において日本も含む全会一致で採択され、平成１９年９月には日本も条約に署名した。平成２０年５月には２０カ国が批准して、正式に国際条約として発効している。日本も批准に向けて準備が進められているが、学校教育法施行令第５条が、障害者権利条約・第２４条「教育」と不整合にあることが指摘されている。文部科学省においては、我が国が国際社会から取り残されることなく条約へ署名、批准できるよう、早期に施行令改正が行われるよう希望する。

就学指導委員会を廃止した東松山市

■東松山市立総合教育センターを訪ねて

　特別支援教育が始まった本年度に期を同じくして、東松山市は就学指導委員会を廃止しました。東松山市は人口九万一千人の埼玉県の中央に位置する都市です。本誌編集部の小林律子さんが東松山市の坂本祐之輔市長にインタビューに行くというので、私も同行しました。その後、日を改めて、東松山市立総合教育センターの指導主事に教育相談の現場について話を伺いました。

　坂本さんは一四年前に市長になってから、ノーマライゼーションのまちづくりを目指す政策を実行してきました。共に生き共に育つまちづくりの根幹は学校教育であると考え、教育委員会の「東松山市就学相談に関する規則」を定めました。この規則の第一条には、目的として「この規則は、就学予定者、児童及び生徒の就学先等の選択にあたり、保護者等への適切な就学の相談及び支援を行い、共に育ち共に学ぶ教育の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする」と書かれています。

　「共に育ち共に学ぶ教育の推進」に、私は、ン十年前に配った就学時健診拒否のビラの精神が流れていることを感じました。とにかく、賽は投げられた。

　この規則に則り、東松山市では昨年七月から、就学支援委員会（東松山市では就学指導委員会をこう組織づけていました）を廃止して、個別の就学相談を充実させ、就学相談調整会議が設置されました。下の図を参照して下さい。
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個別の就学相談にあたる就学相談員は二〇名以内となっています。指導主事をはじめ、臨床心理士、校長経験者、上級カウンセリングコースを修了した小中学校の先生等で構成されています。昨年度までと比べて、各小学校や特別支援学校の見学や各学校との懇談回数が三倍以上に増えたので、相談に来る親と学校のスケジュールを調整するために、就学相談専門員が新しくつくられました。

　就学相談調整員は三〇人です。専門医、臨床心理士、小中学校教諭、校長、特別支援教育コーディネーター、福祉関係者、市職員、保護者がそのメンバーになっています。就学指導委員会に障害のある子の保護者が入っている市は極めて珍しいのではないでしょうか。

　「昨年度までと比べて、就学相談の流れで決定的に違っているのは何ですか」という問に、指導主事は「就学先の判定はしない点です」ときっぱりと答えてくれました。ただし、医学、教育学、心理学等の専門家の意見をまとめて、親に情報提供していま

す。

　取材したある市の教育相談センターでは「就学指導委員会の結果は、保護者が学校を決定する一つの判断材料として伝えます」と言われましたが、東松山市の就学相談調整会議の「意見」とは、強制力が全く違います。就学指導委員会の判定は専門家の意見として、いかにも科学的、中立的な装いをこらしていますが、相談に来た子どもが、学校教育法施行令第二十二条の三で定められている「障害の程度」にあてはまるかどうかを、行政的に判定しているのです。

　東松山市には就学指導委員会はありませんが、特別支援学級もあります。近隣には県立特別支援学校もあります。これまでに触れたように、共に育てたいという親の考えを形づくっていくのは、次の二つの点です。

　第一に幼児期に障害のある子がどんな環境で育ってきたかが、親の意識に大きく影響します。

　第二には、学校がどんな受け入れ体制を用意しているかによります。受け入れ体制とは施設設備だけではありません。教師の「共に育ち共に学ぶ教育」の実践を親は見ています。

■東松山市の保育園と小・中学校の共に育ち共に学ぶ実践

　東松山市では十年以上前からその試みが始められました。

東松山市では、一九九六年から保育園に保育士を加配して障害のある子どもを受け入れてきました。現在ではのみ込みがうまくいかないため、鼻から胃に管を入れて流動食を摂っている経管栄養の子どもや、脊椎の病気で尿をチューブで出している子どもも、保育園に看護師を配置して受け入れています。乳児のいる保育園には看護師を必ず配置することになっていますが、医療的介助が必要な子どもに看護師をつけている自治体はまだそう多くありません。

　障害児だけが通っている通園施設に行く子どもがだんだんに減ってきて、二〇〇四年三月には市内の障害児通園施設は閉園されました。現在では、東松山市から依頼されて、法人立のクリニックが専門家を派遣して巡回相談を行っています。

　私は自分の住んでいる市の子ども福祉審議会委員をしています。新しく子どもの総合福祉センター建設のプランを練り上げる過程で、障害児通園施設をなくす提案が、轟々たる存続派の議論で立ち消えになった経験をしました。通園施設を閉鎖したきっぱりとした判断に驚き、羨ましく思いました。これが、はじめの一歩だったのです。

　近所の子と保育園に通っていた子どもたちは、自然と地元の小学校に通いたいと思い、親の地元校希望も増えていきました。

　一九九六年から、教育委員会は市内の小・中学校に介助員制度を始めて、障害のある子の受け入れを進めてきました。二〇〇八年一月現在で市内の小・中学校に、三九名の介助員が配置されています。これは普通学級だけではなく、特別支援学級の介助員も含んでいます。学校の施設設備の改善は、まだ、小学校一校、中学校一校がバリアフリーで建てられているだけで、市内すべての学校にエレベーターが設置されている状態ではありません。

　先日、東松山市教職員組合が行った「インクルージョンをともに考えよう」という教育フォーラムに参加しました。就学支援委員会廃止の意義について、教員と親、福祉関係者、市民が共に考えようという趣旨の会でした。廃止に至るまでに、市民の側から市長、議会、教育委員会に要望書を出し、話し合いを続けてきたことを知りました。急激な変化に戸惑っている小中学校現場の声もありました。親や福祉関係者の声も聞いて、まずは第一歩を踏み出そうという心意気が伝わってくる会でした。

　就学支援委員会を廃止した東松山市の決断から見えてきたものは、分ける教育を押し進めている特別支援教育の構造に穴をあける一つの試みでした。それは突然ふってわいて出てきたものではない、様々な歩みの積み重ねの過程なのだという当たり前の事実でした。

〔梅村　浄「就学指導の現場はどう変わっているか──就学指導委員会を廃止した東松山市から見えてきたもの」『季刊福祉労働』118号（2008年３月）、現代書館刊　より抜粋〕
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